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　これまで先行研究として、奥州二本松藩の
郡山を対象とした松本純子「近世における行
き倒れの一分析」、上州草津温泉での病死人
について、国元との関係を取り上げた高橋敏

「近世民衆の旅と行旅病死」、旅人が携行する
往来手形の書式に着目した五島敏芳「往来手
形考」等があるが（５）、いずれも道中奉行に
視点を据えた研究とはいえず、加えて明和４
年（１７６７）１２月令までで検討が終わっ
ていて、その後の動向については、取り上げ
ていない。同じ触書でも、再達される場合が
あり、その際の意図を確認しておく必要があ
ろう。
　そこで小稿では、道中奉行による旅行者に
対する行路途中での発病・死亡の取扱いにつ
いて時期ごとに確認し、美濃国中山道におけ
る具体例を紹介する。幕府が発した触書は、
道中奉行の廻状となって五街道を順達され
た。綱吉政権期は一通の触書のなかに複数事
項が盛り込まれていることがあるので、以下
の検討では、該当する箇条だけを取り上げて
引用する。

　　１　元禄期

　元禄元年（１６８８）１０月９日、道中
奉行の高木守蔵は６か条の廻状を発した（６）。
そのなかの第３・４・５条は、旅行者が発病
した際の取扱いに関し、次のように規定した。

　　はじめに

　江戸幕府の５代将軍徳川綱吉政権期の陸上
交通政策については、拙稿「貞享２年５月４
日の宿駅取締り令と三河吉田藩の対応」にお
いて（１）、その一端を検討した。同時期の政
策のひとつである生類憐みは、陸上交通政策
のなかにも取り入れられ、旅行者と馬に対す
る保護規定として法文化された。このうち前
者は、旅行者が行路途中で発病・死亡した場
合と、単独で旅行した場合のふたつを内容と
している（２）。ここでは、綱吉政権期以降も
法整備が続けられた発病・死亡した場合の取
扱いについて取り上げる。
　生類憐みの令の端緒を示す触書として、幕
府は貞享２年（１６８５）７月、将軍御成の
道筋において犬・猫を繋ぎ置く必要がないこ
とを命じ、同年９月には馬の筋を延ばすこと
を禁止した。ついで貞享４年正月、人宿や牛
馬宿が重病化した労働者や牛馬を死亡しない
うちから、関係を断ったり、放置することを
禁じ、業者の所在により管轄権を「町人は町
奉行、地方ハ御代官、道中筋は高木伊

（ 守 蔵 ）

勢守、
給所方ハ地頭」と規定した（３）。これを生類
憐みの令の本格的開始とする意見がある（４）。
したがって道中奉行は、生類憐みの令の実施
について、その一翼を担う存在だったことに
なり、保護政策の検討は、重要な意味を有す
るといってよいだろう。
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を薬等用させ、其者之国所書付可致注進
候、其上にて此方より可致差図候、其内
本復致候ハヽ、其身心次第ニ何方ヘ成共
可遣候、左候ハヽ、其所罷立候刻、其者
ニ証文致させ、早速宿継ニて可差越候旨
相触候、然共頃日者道中筋ニて病人も多
ク、少計之気色、或足なとを少々痛、当
分之儀ニて五日・十日之内には快可罷立
躰之者をも見合不申、宿継ニ而致注進候、
依之度々の宿継有之、道中筋所々の痛に
も可罷成候、向後も病人致介抱義者、只
今之通に随分いたわり、其所に留置致養
生とらせ可申候、病人之様子五日・十日
之内にハ可致快気とも不相見、又は急病
人なとは各別、左も無之、当分足の痛、
或虫なとを痛申候躰之者を宿継ニ而致注
進儀者、可為無用候、右族有之節者、随
分いたわり、医者等をも掛養生いたしと
らせ、病快気候而罷立度と申候ハヽ、其
身心次第に可仕候、左候ハヽ、罷立候節
証文を取、其所之御代官・地頭方より大
躰之日積りに被致注進候様ニ可相心得
事、

一右書記候通旅人病人留置候所より、其病
人之在所ヘ自然一日路、或二日路程有之、
親類・縁者在之段慥相知れ申候は、病人
留置候所之問屋・年寄相談之上、飛脚を
以其病人之在所江為知、可引取と申来候
者、病人并衣類・道具等迄改之相渡し、
堅証文を取可申候、其上にて相渡候様子、
証文之写等、追而其所之御代官、或地頭
より大躰之日積りニ被致注進候様ニ可仕
候、但、病人の在所ヘ申通し候義、二日
路より過候而ハ可為無用候、然る時者前
条之通に相心得可申事、

　すなわち、②去年１０月９日の廻状におい
て、街道筋において旅行者が発病した場合
は、直ちに療養させ、身元を道中奉行に報告
すれば指示を与える。短期間で快復した場合
は、旅行者の希望にしたがい出発させてよい

一頃日道中ニ而旅人或西
（物）

参相煩、旅行難成
由申もの有之候得者、宿送ニいたし候、　
たとい其身望ミ申候とも、向後此方ヘ一
応断なく送リ申間敷事、

一旅人之病人有之候ハヽ、随分入念薬等用
させ、其者之国所・親類・縁者委細ニ書
付、早々我等方ヘ宿継ニ而可致注進之、
其上ニ而此方より可致指図候、若指図無
之内、病気快気いたし、独旅行罷成候程
ニ候ハヽ、心次第何方ヘ成共遣し可申候、
左候ハヽ、其所罷立候刻、其ものに証文
致させ、親類・縁者・国所を書付、早速
宿次ニ而可差越事、

一自然差図無之内、右之病人相果候ハヽ、
御代官所ニ而ハ手代、私領ハ其所之役人
を招、問屋・年寄立合、死骸相改、其上
ニ而埋置、雑物等書付、此方ヘ注進之儀
宿継ニ而ハ無用仕、其所之御代官、或地
頭より此方ヘ被相達候様ニ可仕事、

　すなわち、③最近、旅行者や社寺参詣人が
発病して旅行の継続が困難になった場合、宿
送りで国元に送り返しているようだ。本人が
希望しても、今後は道中奉行に報告すること
なく、手配することを禁ずる。④発病した場
合は手厚く治療し、病人の居住地や親戚等に
ついて道中奉行に報告すること。これをうけ
て指示を与える。指示が届くまえに快復した
場合は、旅行者を出立させてよい。その場合
は、本人に証明書を作成させ、道中奉行に報
告すること。⑤指示が届かないうちに病死し
た場合は、支配役所と宿役人の立合のうえで
遺体を検案して埋葬する。その際、所持品等
の書上を支配役所から道中奉行に報告するこ
と、というものであった。
　元禄２年３月２３日に発した５か条の廻状
のなかの第２・３条で高木は、元禄元年１０
月９日令後の状況を総括し、改善点を指示し
た（７）。

一去年十月九日申触候ハ、道中筋におゐて、
旅人之病人有之節ハ、其所に留置、入念
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病指詰申ニ付、医者衆頼申候て、色々薬
用申候へ共、快気無御座相果申候、依之
半兵衛方より各へ被申達候故、何も御出、
右死人疵なとハ無之かと御僉議被成候、
然共相残ル五人之内ニ死人之弟八兵衛と
申候、何

（脱文アルカ）

もわかく無之候へ共病死仕候、
右之通御公儀様へ御注進可被成候由被仰
候故、我々御断申入候ハ、左様御座候て
ハ憚

（軽カ）

キもの共之儀ニ候ヘハ、永逗留仕儀、
迷惑ニ奉存候、乍案便我々ニ死骸為取置
被下候様ニと、達て理申候、其通ニ御

（ママ）

被
仰付忝存候、若重て御公儀様より御僉議
御座候ハヽ、我々罷出、各様御念被入候
段、何分ニも御断可申上候、其上在所へ
罷帰候ハヽ、死人之親并妻子等ニも、右
之段可申聞候、同行之内ニ死人弟も罷有、
私共儀も一類共儀ニ御座候ヘハ、有

（ 胡 乱 ）

論ヶ
間鋪思召被下間敷候、其為口書仕進申候、
以上、

　　　元禄四年未十月十八日
　　　　　　　　　　　上州勢多郡
　　　　　　　　　　　　九兵衛弟

　　　　　　　　　　　　　八兵衛（拇印）
　　　　　　　　　　　　　太兵衛（拇印）
　　　　　　　　　　　　　門右衛門（拇印）
　　　　　　　　　　　　　八右衛門（拇印）
　　　　　　　　　　　　　市兵衛（拇印）
　　　　垂井宿　御庄屋
　　　　　　　　御年寄　

中

　内容の一部に文意の通じないところがある
が、以下のようであろう。すなわち、上州か
ら京都参詣に出掛けた一行６人のうちの一人
が帰路の途中で発病、なんとか垂井宿まで辿
り着いたが、同所にて重篤となり、医師の診
察を受けたが死亡した。死者の弟が同行者に
含まれ、その他も一類である。手続き通り道
中奉行に届け出た場合は、長期滞在を余儀な
くされるので、遺体の埋葬を依頼したところ、
宿側の了解のもとで実現した。今後、道中奉
行から調査が入った場合は、同行者が対応す
るし、死者の親・妻子に対しても同様に事情

が、その場合は証明書を提出させて道中奉行
に報告するように、と命じた。ところが最近
は病人が多く、体調不良・足痛といった短期
間で快復する場合でも報告が相次ぐようにな
り、却って宿々の負担が加重になる事態を招
いている。今後も病人を介抱することは同様
であるが、５日、あるいは１０日で快復する
見込みがない、あるいは急病の場合は別とし
て、足痛等の軽度の症状であれば、報告は必
要ない。十分に療養させ、医師の診断をうけ
させ、希望すれば出立させること。こうした
場合の証明書は、領主役所から適当な間隔で
報告すること。③病人の居住地が１～２日の
行程である場合は、同所に知らせ、引取を希
望する場合は本人はもちろん、衣類・道具ま
でも点検したうえで証明書を作成し、引取の
際の次第についても同様にして、領主役所か
ら道中奉行に提出すること。但し、居住地が
２日の行程より遠距離の場合は、この限りで
はない、というものであった。
　元禄４年１０月１４日の８か条の廻状のな
かの第６条で高木は、これまでの手続きを確
認するために「旅人病人有之時分ハ、只今迄
之通り、随分いたわり麁末に仕間敷候、委細
之儀は、前々申遣候趣少も無相違相守可申候
事」と命じた（８）。
　右の廻状が到着する直前の元禄４年１０月
１８日、中山道垂井宿において、次のような

「口書覚」が作成された（９）。これは、上記の
元禄元年令と同２年令を直接適用した例のな
かで、最も年代が近接しているであろう。
　　　　　口書覚

一上州勢多郡酒井河内守様御知行所百性
ニて御座候、私共儀参宮相望、同行六人
先月廿九日ニ在所罷立、参宮仕、夫より
京都一見可仕と存、京へ罷登り参詣仕候
故

（処）

、右六人之内九 郎
（ママ）

兵衛と申者、道中
ニて病者ニ罷成故、所々ニて介病仕、一
昨十六日之晩、愛知川宿ニ泊り、夫より
昨晩当宿半兵衛と申所ニ泊り、九郎兵衛

美濃国中山道を例とした旅行者の保護政策 （ 3 ）
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を説明する、というものであった。
　元禄６年１０月１５日、高木は５か条の廻
状のなかの第４条で「旅人病人有之節ハ、只
今迄之通弥相守り、先條之趣に相心得相違仕
間敷候、惣而不依何事物事正路に仕、毛頭非
法無之様に相慎可申事」と、これまで通りの
法令遵守を命じた（10）。
　高木は元禄８年８月に免職され、後任には
神尾元清が就いた。その神尾は元禄８年９月
１３日、初政となる１３条の廻状のなかの第
１２条で次のように命じた（11）。

一旅人病人亦ハ死人有之節、先規之通可
取扱之候、病人ハ随分入念薬等用、其も
のゝ国所、親類・縁者委細ニ承、書付可
申候、尤病気致快気、独り旅行罷成候程
ニ候ハヽ、証文為致、其もの心次第ニ何
方江成とも可遣候、当分少之病気たりと
いふ共、養生いたし可遣候、宿送りなと
に曽而以仕間敷候、且又養生不叶相果候
ものハ、御代官ハ手代、私領ハ其所役人
を扣

（招カ）

、問屋・年寄立合、死骸相改、其上
ニ而埋置、雑物等委細相改、書付可指越
候、往還ニ倒死候もの弥念を入可致吟味
事、

　　　附、注進之儀可任先規事、
　ここでは、短期間で快復が見込めるならば、
療養させるべきであるにもかかわらず、すぐ
さま宿送りにしてしまうことを禁じている。
おそらく、厄介払いのような事態が頻発して
いたのであろう。
　神尾は、その年の１１月晦日にも３か条の
廻状のなかの第２条で、道中奉行に対する報
告内容に不十分さが見受けられるとして、次
のように注意喚起した（12）。

一旅人病人有之節、宿次を以注進候儀、所
により不念成事も有之候間、病躰とくと
見届ケ、或ハ急病人か、或ハ早速快気難
成、長引可申躰ニ相見、親類呼寄セ相渡
遣度程之病人者、宿継を以可申越候、尤
親類念を入承届ケ、書付可申越候、当分

之病気にて、少之内逗留致させ養生仕候
而、可致快気躰之病人ハ、宿次を以不及
致注進、随分遂養生、独旅行可罷成程之
節心次第為立、此方へ申越儀如先規可仕
候事、

　この後、同様の内容をもつ廻状は発せられ
ていないから、道中奉行を納得させる程度に
は改善があったのであろう。

　　２　享保期

　享保１８年（１７３３）５月、道中奉行松
波正春と鈴木重倫は、次のような触書を発し
た（13）。それは、宿々において旅行者が発病、
または死亡した際、行程が２日以上になる場
合は出身地に通知する必要がないこと、およ
び道中奉行への報告も大体の日数を見積もる
ことを元禄２年に命じておいたが、今後は距
離に関係なく通知し、関係者が到着して引取
を希望した場合は、証明書を提出させて引き
渡す。短期間での快復が見込める場合は療養
させ、出立させたうえで道中奉行に報告。重
病の場合は、居住地・道中奉行に報告するこ
と。死亡の際、居住地の証明書を所持してい
る場合は、同所へ通知し、遺体の処置は関係
者の希望にしたがい、道中奉行にも直ちに報
告する。証明書がなく身元不明の場合は、３
日間晒し、事情を説明する札を建てたうえで
死体は土葬し、道中奉行に報告すること、と
いうものであった。

一宿々にて旅人病人又ハ倒死之者有之節、
其者之在所え相届候儀、二日路より余可
為無用、此方え之注進も大体之日積を以
可申越旨、元禄二巳年相触候得共、旅人
病人有之、其者之在所相知候ハヽ、遠国
ニ候共、早速申遣、親類・縁者又ハ所之
者罷越、引取度旨申候ハヽ、証文取、可
相渡候、然共当分之病気、早速快気も可
致体ニ候ハヽ、於其所随分遂養育、快気
次第出立可為致候、其節此方え之注進、
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病人出立之後宿継を以可申聞候、早速快
気難得候か、重キ病気ニ候ハヽ、其者之
在所え早々申遣、此方えも早速可致注進
候、倒死之者ハ、懐中ニ国所書付等も有
之候ハヽ、其在所え申遣、親類・縁者・
所之者罷越、死骸望次第可任望候、此方
えも早々注進可申候、在所書付等無之、
不相知候ハヽ、其所ニ三日晒置、病人之
様子書付候て札建置、土葬ニ取納、尤此
方えも右之訳宿継を以可申聞候、

右之通、堅可相守、若麁末成仕方有之、後
日ニ相知候ハヽ、問屋・年寄は不及申、宿
中之者共迄可為越度候、此廻状披見之上、
宿附之下ニ問屋壱人名判いたし、順々ニ遣、
留り之宿より宿継を以可相返者也、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（道中奉行　松波正春）

　　享保十八丑年　　　　　　筑　　　後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（道中奉行　鈴木重倫）

　　　　　　五月                  飛　　　驒
　身元不明者の立札の具体例として、文政
１３年（１８３０）８月に可児郡井尻村が掲
げたものを示す（14）。同村は細久手宿と御嶽
宿の間の村で、御嶽宿の江戸口に接している

（15）。
　　　　建札案

当寅八月八日此所おいて、いつ方之者共不
相知乞食躰之男行倒相果候、人相・衣類・
所持臟

（雑）

物之覚
一年齢五十四・五歳計
一面躰丸く太肉、色黒キ方
一耳・目・口常躰、眉濃キ方
一月代・髭濃く白毛交
着類
一浅黄木綿・縮紺　　　壱
一同細帯
一同下帯
所持
一紙袋　　　　　　　　壱ツ
　　内
　きせる　　　　　　　壱本
　せ　に　　　　　　　三文
　わ　ん　　　　　　　壱ツ

　網代笠　　　　　　　壱かい
　わらじ　　　　　　　壱足
　じゆす　　　　　　　一連
　〆
右之通病死ニ付、御見分相済、死骸仮埋被
仰付、所持之品ハ庄屋所ニ預り置候間、存
当り之方有之候ハヽ、当村庄屋所え御出可
引合之事、

　　文政十三寅
　　　　　八月　　　　　可児郡井尻村
　　　　　　　　　　　　　　　　庄　屋
　人相・衣類・所持品が詳細に記載してある。
丁度、文政のお蔭参りの時期にあたるから

（16）、伊勢を目指した人物かも知れない。そ
うであるならば、施行をあてにしていた旅の
可能性が高い。
　享保２０年６月２７日、道中奉行杉岡能連
と鈴木重倫は、享保１８年５月令の改善点を
取り上げた次のような廻状を発した（17）。

　宿々ニて旅人病人有之、其者之在所え
申遣候、此類之入用ハ宿中割合可出事ニ
候処、其病人之宿いたし候ものより、不
残為出候宿も有之由相聞候、右入用其病
人又ハ在所より差出候ハヽ格別、無左候
ハヽ、自今弥宿中以割合可差出事、

一道心者体廻国之類倒死之時、怪敷儀も無
之、懐中ニ何国ニて相果候とも、其所え
葬候様ニ、本寺・触頭、其在所之寺院、
或ハ親類等之慥成書付有之候ハヽ、前々
之通在所え弥相届候ニ不及、其所え取置
可申事、

右は三ヶ年以前丑五月相触候得共、自今書
面之通可相心得候、其外之儀は只今迄之通
たるへく候、此廻状披見之上、宿付之下ニ
問屋名判いたし、順々相廻し、留り之宿よ
り宿次を以て可相返者也、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（道中奉行　杉岡能連）

　　享保二十年　　　　　　　佐　　渡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（道中奉行　鈴木重倫）

　　　　卯六月廿七日　　　　飛　　驒
　すなわち、①病人の宿賃と医療費について、
病人自身か関係者からの費用負担がない場合
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は、割合に応じて宿中で負担すること、②道
心者・廻国修行者、およびこれに類する旅行
者については、死亡時の取扱いについて記載
がある証明書を所持している場合は、出身地
に届けることなく埋葬することを許可する、
というものであった。
　ここでいう死亡時取扱い規定のある往来一
札を次に示す。御嶽宿の住人が妻子と一緒に
信濃善光寺を目指した際のものである（18）。
　　　　往来一札之事

一私共妻子三人之者御願ニ付、此度信州
善光寺如来様え参詣仕候儀御座候処、此
者宗旨ハ代々禅宗中切村正願寺旦檀

（那）

御
座候、何卒国々御番所・御関所無相違御
通し可被成下候様奉願上候、若又行暮難
渋之節ハ、任御願ニ、一夜之宿御貸し可
被下候様仕度奉願上候、万々一病死等仕
候ハヽ、其御村方之御沙

（作）

法ニ御取計可被　
下候、仍て往来一札如件、

　　　文久三年　　　濃州可児郡御嵩村
　　　　　亥二月　　　　　　　　右太郎
　　　　　　　　　　同国同村
　　　　　　　　　　　　　　　　役人中
　　　　宿々
　　　　村々
　　　　　御役人衆中様
　死亡時取扱い規定のほか、旅行目的、途中
でトラブルに遭遇した場合の助力要請、さら
には宗旨と檀那寺を記載した典型的な往来一
札である。

　　３　明和期

　明和４年（１７６７）１２月、次のような
触書が策定された。これは、翌５年正月１８
日付で、道中奉行安藤雄惟・池田政倫の廻状
として五街道に発せられた（19）。

　東海道、中山道、甲州道中、日光道中、
奥州道中、右宿々旅籠屋ハ勿論、脇往還
其外之村々ニて宿を取候旅人煩候ハヽ、

其所之役人立合、医師を懸、療養を加置、
其旨御料は御代官、私領は領主、地頭え
相届、五街道は道中奉行えも宿送を以致
注進、右旅人早速快無之趣ニ候ハヽ、其
もの在所之村役人等え申遣、親類呼寄、
対談之上可任存寄、若療養も不加、宿継・
村継抔ニて送出候儀顕るニおゐてハ、五
街道は旅籠屋、問屋、年寄、其余之村々
は致宿候もの、村役人ともえ急度御仕置
可申付候、

一右之外通り懸り相煩候旅人も、其所之役
人立合、医師を懸、療養を加、勿論懐中
ニ往来手形有之候哉相糺、御料は御代官、
私領は領主、地頭え致注進、右病人早速
快気無之趣ニて、在所え帰度候得共、路
用貯無之間、送届呉候様申候ハヽ、書付
取之、其最寄支配之役所有之候ハヽ訴之、
差図を請、又は支配之役所無之場所は、
其旨致注進置、所之役人共得と遂相談、
右病人頼之趣認相添、次村え駕籠ニて送
り、夫より次之村ニても、病人之様子次
第服薬為致、同様取計、在所え可返遣、

　　但、旅人申立候在所え送届、万一其在
　　　所之ものニ無之候ハヽ、不取逃様其
　　　所ニ留置、其筋え可訴出、
一途中ニて相果候ハヽ、次村え不継送、支

配之役所え致注進、其所ニて仮埋ニ致し
置、其者之在所親類・村役人も懸合候上、
其所ニ葬候とも望ニ任へし、若道心者・
廻国之類抔、懐中ニ何国ニて相果候とも、
其所え葬候様本寺・触頭、其在所之寺院、
或親類等慥成書付有之候ハヽ、支配之役
所え訴之、在所え相届ニ不及、其所え可
取置、勿論最初より行倒相果罷在候節之
取計も同様之事、

右之通相心得、万一療養も不加、或内々ニ
て於継送ニは、是又急度御仕置可申付候、
一都て右類之諸入用は、享保二十卯年五海

道え相触候通、病人又は在所より差出候
ハヽ格別、無左候ハヽヽ、宿割・村割ニ
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致へし、
右之趣、可相守者也、

　　十二月
　右之通相触候間、可被得其意候、
　その内容は、①五街道の旅籠屋ばかりでな
く、脇往還等において宿泊した旅行者が発病
した場合は、宿村役人が立合いのうえで、医
師の治療を行う。これについては領主役所に
届け、道中奉行に報告する。短期間での快復
が見込めない場合は、居住地に連絡して関係
者を呼び寄せ、相談のうえで取扱い方を決定
する。治療することなく、宿村送りにして送
り出した場合は、旅籠屋と宿村役人を処罰す
る。②宿泊予定でない旅行者が発病した場合
でも、役人立合のうえで医師による治療を行
い、往来手形の所持を確認して、領主役所に
届け出る。短期間で快復する見込みがなく、
病人が帰郷したいと希望した場合、所持金が
ないことを理由に宿村送りを依頼した場合
は、証明書を提出させ、役所に届け出たうえ
で、駕籠で送り出す。その際、症状に応じた
治療を行うこと。病人の居住地が虚偽の申告
であった場合は、その場で留置して関係役所
に報告する。③途中で病人が死亡した場合は、
その地の支配役所に報告して埋葬し、居住地
の親類・村役人と調整すること。道心・廻国
修行の者で死亡時の取扱い方を記した証明書
がある場合は、領主役所に届け出たうえで埋
葬してかまわない。これは、死亡して発見し
た場合も同様である。④諸費用については享
保２０年５月令と同様、というものであった。
　ここでは、五街道の旅籠屋を含め、脇往還
等で宿泊した場合というように、宿泊施設を
も政策対象として位置付けている。低額で宿
泊できる木賃宿をも含んでいたことであろう。
　発令直後の具体例を挙げる。明和７年

（１７７０）６月２４日、肥後国から善光寺
を目指した一行３人のうちの一人が可児郡井
尻村で発病し、結局死亡するという出来事が
あった時のものである（20）。

　　　　一札
今般御当村ニて病死仕候宇蔵儀、肥後国芦
北郡湯浦手水上内野村之者、私共両人も同
国同在所ニて御座候処、善光寺え参詣仕度、
当春国本

（元）

同道仕罷出申候ニ、今月十八日御
当村え参り候て煩ひ付、最早先キえ行参り
不申、夫より御当村之御世話ニ預り、往還
通ニ小屋も懸ケ被下、御薬抔も度々被下候
間、両人共昼夜付添ひ介抱仕候得共、老人
之儀ニ御座候得は次第々々ニ相弱、今朝病
死仕候ニ付、段々之御苦労ニ御座候得共、
御当地三昧ニ埋置申度奉願候、今般病死仕
候者も私共両人も宗旨ハ代々浄土真宗、旦
那寺ハ同国同郡恩徳寺ニて慥成者ニ御座候
間、何卒御当地三昧ニ埋申度儀達て御願申
上候得は、御聞届ケ被下忝、則御村方より
も御手伝被下、御願ニて取置申候て忝次第
ニ奉存候、御役所表御達之儀は私共達て御
断申上、御村方御内分ニ被成下取置申度旨
奉願候所、是以御聞届ケ被下忝奉存候、私
共両人病中付添居申候て、死後ニも一札指
上置申候上ハ、以後御村方え何方よりも少
も故障無御座候、尤宇蔵往来一札御預ケ置
申候、為後日仍て如件、

　　明和七年　　肥後国芦北郡手水内野村
　　　寅六月廿四日　　　　　　浜四郎（印）
　　　　　　　　同国同郡同村
　　　　　　　　　　　　　　　久　蔵（印）
　　　濃州可児郡井尻村
　　　　　　　御役人衆中
　ここでは規定にしたがわず、領主役所に届
け出ないで埋葬したことが記載されている。
その理由について、明示されていない。それ
は、次のようなものであった。
　すなわち、天明５年（１７８５）５月２３日、
伊勢松坂を訪問した後に京都へ赴いた江戸の
浜田屋利平の隠居が大井宿で病死した際、同
行した隠居の孫や道中支配人等が大井宿に提
出した一札には、領主役所である「尾州様御
役所え御達シ可被成候様被仰聞候、左候ては、
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日数等相掛り私共甚難儀ニ奉存候ニ付、何卒
御内分ニて御済被下、当所三昧ニ埋させ被下
候様達て御願申上候処、御聞届被成下忝奉
存候」とある（21）。正規の手続きを踏んでは、
日程が延びるからであった。

　　４　寛政・天保期の再達

　寛政１１年（１７９９）８月２７日、幕府
代官野田文蔵は道中奉行が再達した明和４年
１２月令を甲州道中内藤新宿と中山道板橋宿
に示し、これを先々宿々に申し継ぐことを命
じて請書を提出させた。中山道大井宿には、
その廻状が書き留められて残っている（22）。
　天保８年（１８３７）５月６日、道中奉行
の内藤矩佳と初鹿野信政は、享保１８年５月
令・同２０年６月令・明和４年 1 ２月令を再
達した。これをうけ、幕府代官山本大膳は中
山道と美濃路、日光例幣使道の各宿と間の村
に対して廻状を発した。この際、道中奉行は
再達の意図を次のように説明した（23）。

道中筋宿々去申違作以来、旅人病人亦者倒
死之者多有之由、右様之儀有之候節、取計
方不行届麁末ニ仕成、見苦敷躰も有之趣相
聞、右躰之儀者有之間敷筈之処、如何之事
ニ候、既ニ別紙之通享保之度、明和之度、
相触置候趣も有之処、心得方致違失深切無
之麁略之取計ニ相聞候間、先年相触候趣宿
方者勿論、間之村々迄も急度可相守候、若
以後等閑之取計於有之者可沙汰者也、

　それは、折からの天保飢饉の影響で、街道
筋で旅行者の発病や死亡が多発しているにも
かかわらず、その取扱い方が不適切で、この
まま放置できない、というものである。そこ
で今回は、間の村にも厳格な処置を促してい
る。次に可児郡井尻村の例を挙げる。
　天保２年（１８３１）４月、若狭国を出立
した千右衛門と女房、その子供２名は可児郡
井尻村に到着した。同家は浄土真宗を信仰し、
二十四輩巡拝を目的とした旅の途中であった

が、同地で女房が４月４日、続いて千右衛門が
同月６日に発病した。これをうけ村役人は、次
の書類を作成した。①旦那寺が発行した「往来
手形一札之事」の写、②発病した夫婦に対する
治療の結果、歩行は困難であるが、帰国を希望
していることを記した領主役所宛の「乍恐奉願
上候御事」、③井尻村役人が事情を説明した千
右衛門の居住地庄屋宛の手紙、④自らの希望が
叶ったことを記した千右衛門から井尻村役人宛
の礼状にあたる「口上書一札」である（24）。こ
のうち③は次のような内容であった。

以切紙致啓上候、末
（未御カ）

渋意候得共、弥御安全
可被成御勤半と珍重之御儀奉存候、然は其
御村千右衛門と申仁、夫婦并ニ子供両人
二十四輩巡拝罷出候趣ニて、当月六日当村
迄罷越候処、右千右衛門女房義病気差発行
倒申候、同八日より千右衛門病気差発申候
ニ付、右両人共旅宿申付、医師相かけ服薬
等為致候処、追々順快ニハ候得共、歩行ハ
難相成趣、然処国元え帰り度候得共、路銭
等遣ひ切難渋ニ及ひ候間、宿村継ニて国元
え送り遣し呉候様達テ相頼候ニ付、右之段
御支配御陣屋え御達申上候処、御吟味之上、
駕籠ニて旅行可相成病人之儀ニ候ハヽ、病
人申聞候通り宿村送りを以、送り遣候様被
仰渡候間、送り遣申候、其村え無故障着被
致候ハヽ、其段幸便ニ御申越し御座候様致
度、如斯ニ御座候、以上、

　　卯四月　　　　　尾州御領
　　　　　　　　　　　濃州可児郡井尻村
　　　　　　　　　　　　　　　庄屋
　　　　　　　　　　　　　　　　壮右衛門
　　　　　　　　　　　　　　　組頭
　　　　　　　　　　　　　　　　庄　　蔵
　　　酒井若狭守様御領分
　　　　　　　若州遠敷郡安賀里村
　　　　　　　　　　　　御庄屋衆中
　井尻村役人が領主役所の指示に基づき、駕
籠を利用する宿村継で快復途中の旅行者を送
り出した。それは旅行費用を使い果たした旅
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行者の希望であった。宿村継の費用は、当面
宿村負担になる。こうした場合に利用される
駕籠を合力駕籠と称した。
　文化８年（１８１１）閏２月８日、赤坂宿
役人は前々日の６日に「宿々御合力駕籠」で
到着した美濃国郡上郡ため谷村の姉妹２名の
うちの姉が死亡したことを領主役所に届け出
た。その届書である「乍恐御注進之覚」によ
れば、姉妹は京都に仏参に赴いた帰路にあり、
死亡者は既にその途中で発病していた。同宿
では到着次第に旅宿を用意し、医師による治
療を試みたが落命した。姉妹の風体は「乞食
躰」とあり、十分な費用を準備しないままの
旅行であったと推測できる（25）。
　　　　一札之事

私共儀、今般兄弟連ニて京都へ仏参仕候処、
下向之節、姉とく儀、途中より病気ニ御座
候ニ付、宿々御合力駕籠ニて当駅迄参り候
処、及暮候ニ付、旅宿御願申上候処、被仰
付難有奉存候、然ル処姉儀服薬等御世話被
下候処、療養不相叶、昨七日暮六ツ時相果
申候ニ付、御領主様へ御注進被下候ニ付、
御検使被成御越、死骸御見分被成下候処、
全病死ニ相違無御座候、此上は何卒死骸取
片付候様相頼申上候処、則御当所法泉寺御
焼香被下難有奉存候、右姉とく儀ニ付、少
も故障無御座候、若外より故障之儀申立候
者御座候ハヽ、私罷出急度申明仕、宿御役
人中へ聊御難渋懸ケ申間敷候、為後日一札、
仍而如件、

　　年号月日　青山大蔵少輔領分
　　　　　　　　　美濃国郡上郡ため谷村
　　　　　　　　　　　　　　　とく妹
　　　　　　　　　　　　　　　　き　　よ
　　　赤坂宿
　　　　御役人中
　一人になった妹が、出立にあたり赤坂宿役
人に提出した「一札之事」の写で、この空白
部分には死亡者の所持品を残らず請け取った
旨の一札も書き込まれている。

　　おわりに

　以上、旅行者の行路途中での発病・死亡の
取扱いについて、時期別に検討した。要約を
もって結びとしたい。道中奉行は元禄元年

（１６８８）１０月、発病した場合は宿々か
ら直接、道中奉行へ報告すること。死亡した
場合は領主役所からの報告を義務づけた。治
療については宿々が誠意を尽くすことを求
め、居住地への通知も義務づけた。病気快復
後の出立については旅行者の意志に任せ、そ
の際の報告も義務づけた。同２年３月令では、
前令に基づき道中奉行への報告が急増したこ
とを是正するため、軽度の病気での報告は無
用とし、短期間で快復しない場合か、急病に
限り報告することを求めた。旅行者の居住地
への通知も近距離という制限を付したのであ
る。この後はこの基本政策をはずれた場合を
是正する措置だけを講じている。要は、道中
奉行への報告義務づけ、居住地への制限付き
報告義務づけである。
　享保１８年（１８３３）５月令では、元禄
２年３月令を改定し、発病・死亡時には、距
離に関わりなく居住地へ通知することを義務
づけ、死亡者が身元不明の場合についても規
定した。享保２０年６月令は、旅行者本人、
あるいは関係者による費用弁償が困難な場合
は、規定にしたがった割合負担を命じた。さ
らに社寺参詣を目的とした死亡者の場合に
は、遺体取扱い規定のある書類を所持してい
れば、これまで通り居住地への通知なく埋葬
できることを追認した。要は、居住地への無
制限報告義務づけと死亡者の取扱い規程と費
用弁償の明確化である。
　明和４年（１７６７）１２月令は、道中奉
行が管轄する五街道を含むすべての街道筋に
おける旅行者の発病・死亡に対し、これまで
の規定の遵守を命じることを基本内容とし、
領主役所への報告を中心に据え、五街道につ



－ 72 －

美濃国中山道を例とした旅行者の保護政策（10）

いては道中奉行への報告も義務づけた。そし
て、治療なしでの宿継・村継を禁止した。さ
らに、旅費を使い果たした場合は駕籠を利用
した宿継・村継を要請したが、居住地につい
て虚偽の申告があった場合は、到着地での身
柄確保と訴訟を規定した。宿継・村継途中で
死亡した場合は、死亡して発見した場合と同
様とした。要は、元禄・享保と整備し続けて
きた法体系の完成形である。「往来手形」と
いう語句もはじめて登場した。これ以降、旅
行者の発病・死亡についての法文上の変更は
ない。
　道中奉行は寛政１１年（１７９９）８月と
天保８年（１８３７）５月に関係法令を再達
した。このうち後者の場合は、道中奉行自身
が言明したように天保飢饉による体力不足の
街道利用者の増加に対応したものであった。
享保１８年５月・同２０年６月令について、
五島氏は享保飢饉の影響を指摘している（26）。
天保８年５月令の再達には前例があったこと
になる。
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